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ス負債や使用権資産など）の貸借対照表の情

報よりも、キャッシュ・フローや損益計算書

の情報にフォーカスしているため、貸借対照

表にかかるものは投資判断にそれほど影響し

ない。

• �財務諸表利用者は、資金を借りて資産を購入

する企業と、資産をリースする企業を比較し

やすくするため、リース負債を、企業が判断

して決定したリース期間ではなく、当該資産

の耐用年数により測定し直している（そのた

め、企業の判断したリース期間は重要ではな

い。）。

■ 割引率

借手がリース負債を測定するために使用する

割引率は、リースの計算利子率を原則とし、容易

に算定できない場合は、借手の追加借入利子率

となりますが、実務上は後者が用いられる場合

が多いものと考えられます。この借手の追加借入

利子率も客観的に入手可能なものではなく、企業

の判断の結果、決定されるもので、以下のような

フィードバックがありました。

• �計算利子率は容易に算定できない。

• �追加借入利子率については、重大な判断が伴

い、不適切に適用された場合には、同様の契

約について異なった割引率が設定されたり、

企業の借入利子率を反映しない割引率が設定

され、比較可能性が損なわれる可能性がある。

• �IAS第17号を適用して提供される情報よりも、

IFRS第16号で借手が決定するリース負債の

ほうが正確である。

■ 変動リース料

リース料総額の算定にあたっての変動リース

料は以下の 3 つに分類され、aとcはリース料総

額に含められて、リース負債を構成します。

a. �指数またはレートに応じて決まるもの

b. �将来の業績または原資産の使用に応じて決ま

るもの

c. �実質的に固定のもの

この変動リース料の取扱いは特に多くのステー

クホルダーからフィードバックがありました。

（変動リース料の取扱い）

• �変動リース料がリース負債に含められた場合

には、（対応する使用権資産の減価償却によ

り）費用が定額で計上されるのに対し、含め

られなかった場合には、変動リース料は発生

した時に費用計上され、比較可能性が損なわ

れる場合がある。

• �経済的に類似する契約について、異なった会計

処理が行われ、経済実態を適切に反映しない。

• �以前よりも、多くの変動リース料の契約が見

られるようになり、リース負債を計上しない

ことを目的としてリース契約を仕組むインセ

ンティブを与えているという意見もあれば、

リース契約を恣意的に仕組む事例は結果的に

は多くないとする意見もある。

• �変動リース料に関して要求されている開示が

十分に行われていないとする意見もあれば、

十分に行われているという意見もある。

• �変動リース料の経済実態は、利益の配分やコ

ロナウィルス感染症の拡大時において借手側

に一方的に発生する困難を乗り越えるための

工夫であって、負債と類似した義務である固

定賃料とは異なる。

（変動リース料の表示）

• �キャッシュ・フロー計算書において、リース

負債の返済は財務活動であるのに対し、変動
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リース料の支払いは営業活動であり、比較が

困難である。

（変動リース料の 3 つのタイプの判断）

• �変動リース料が借手の将来の活動に依存する

変動賃料かどうか判断が困難なものが見られ

る。例えば、以下のような場合がある。

a. �空港から公表される乗客数によって変動する

ものがある場合、これは指数やレートに依存

しているといえるかどうか。

b. �太陽光や風力などの自然に依存する電力に

連動するような変動リース料は、変動するが

回避不能であり、実質的には固定リース料と

いえるか。

特定の変動リース料がリース負債に含まれな

いことについては、IFRS第16号の開発段階から

議論になっていました。ある小売の店舗が、固

定リース料か売上に連動するリース料かで、リー

ス基準上の取扱いは全く異なりますが、これらが

経済的に類似しているので同様の（会計的な）結

果であるべきだという意見と、経済的に異なるポ

ジションであって会計処理が異なってしかるべき

とする意見の両方がありました。また、変動リー

ス料が負債の定義を満たすかについては、負債

の存在は確実で、不確実なのは金額であるとし

て、変動リース料が負債の定義を満たさないわ

けではないとしていました。しかし、特定の変動

リース料がリース負債に含められないという最終

的な決定に至ったのは、費用対効果の観点であっ

て、リース基準における重要な作成者の負担軽減

の目的であったということを再度確認しました。

IASBは将来の業績や原資産の使用に基づく変動

リース料の要求事項を変更することは、変動及び

条件付き対価に関するIFRSの考え方をより幅広

く、包括的な検討を要するものであって、フィー

ドバックの結果はIFRS第16号の開発段階で議論

した内容から新たな事実関係がないとして、今回

の情報要請には含めないとしました。

一方で、変動リース料のうち、リース負債に含

めるものとそうでないものとの区別については、

複雑な判断が必要となり得る点について、リース

期間及び割引率とともに、借手が適用する判断に

よる影響という論点として、情報要請に加えられ

ることになりました。また、キャッシュ・フロー

計算書において、変動リース料の分類によって、

表示される区分が異なることについては、キャッ

シュ・フロー計算書のセクションの情報要請に含

めることとしました。

5. キャッシュ・フロー計算書
における情報の有用性

財務諸表の表示及び開示については、貸借対

照表において使用権資産とリース負債をそれぞ

れ区分して表示します（区分しない場合は注記）。

損益計算書においては、リース負債にかかる利息

費用を使用権資産の減価償却費と区分して表示

します。キャッシュ・フロー計算書においては、

リース負債の元本の返済部分については財務活

動、利息部分についてはIAS第7号「キャッシュ・

フロー計算書」に従って表示、短期リース・少額

リース・変動リース料などリース負債に含められ

なかったリース料の支払いは営業活動で表示す

ることとなっています。また、開示についてもリー

ス料の内訳（使用権資産の減価償却費、リース負

債にかかる利息費用、変動リース料、短期リース

などでの免除規定に該当するリースのリース料）

の開示など、所定の開示を求めています。

財務諸表の表示及び開示について、事前のア
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ウトリーチでは以下のようなフィードバックがあ

りました。

（表示）

• �財務諸表利用者は、対象となる資産や分析

対象の業種にもよるものの、損益計算書や

キャッシュ・フロー計算書においては、リー

ス関連の項目が営業活動に分類されることを

期待している。例えば、小売業における売

り場スペースのリース料は営業費用と考えら

れ、企業価値評価においてはEBITDAに含

まれる。

• �特に小売りや通信事業においては、これらの

スペースを購入することは事実上不可能であ

り、財務上の判断ではなく、リースするしか

選択肢がない。そのため、これらのリース料

の支払いは営業活動である。

• �資産をリースする企業と資金を借りて資産

を購入する企業の比較をしやすくするため、

キャッシュ・フローの非資金取引に関する追

加の開示を要求することを検討すべきであ

る。

• �リース負債の返済部分は財務活動、利息部分

は他の利息費用とあわせて財務活動か営業活

動、リース負債に含められない変動リース料

は営業活動とされ、リース料の支払いについ

てのキャッシュ・フロー計算書上の表示が複

雑である。

• �財務諸表利用者の中には、キャッシュ・フロー

計算書において、情報が十分に細分化され

ていないという意見もあった。また、（要求さ

れているにもかかわらず）リースに関連する

キャッシュ・アウトフローの合計を開示しな

い企業も見られるという意見もあった。この

ようなケースでは、使用権資産の減価償却費

とリース負債にかかる利息費用をリースにか

かる支払いの合計額の代替として使用してい

るが、利息は前加重で計上されるため必ずし

も代替しない。

（開示）

• �財務諸表利用者や規制当局は開示される情

報の有用性は向上したとしているが、業界に

よってボイラープレート化しているとも指摘

した。

• �リースにかかるキャッシュ・アウトフローの

内訳、割引率、リース期間とそれらをどのよ

うに決定したか、解約及び延長オプションの

開示の改善、利用者の耐用年数の見積りに資

する対象資産の耐用年数や対象資産の属性、

期中財務諸表における追加の情報開示など、

米国会計基準において要求される開示と類似

した開示の追加を検討するよう示唆した。

IASBは寄せられたフィードバックは主に、以

下の 3 つに分類できるとしました。

1） �キャッシュ・フロー計算書と損益計算書に

おけるリース関連項目の分類の問題

2） �キャッシュ・フロー計算書の非資金取引の

表示及び開示

3） 開示及び表示に関する改善の提案

このうち、損益計算書の表示については、

IFRS第16号の公開草案の段階で検討された論点

であって、過去の議論が十分に尽くされて、今回

のフィードバックでは特に追加の情報はなかった

として、情報要請には含めないとされました。

一方で、キャッシュ・フロー計算書について、

2024年9月から、IASBは関連するプロジェクト

をスタートしており、IAS第7号において認識さ

れている欠陥について、リサーチを行っています。
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今回の適用後レビューによって得られるフィード

バックはこのプロジェクトにも関連すると考えて

います。特に、非資金取引に対する対応は、IAS

第7号でもトピックになると考えられます。こう

したことから、キャッシュ・フロー計算書に限定

して、現在キャッシュ・フロー計算書によって得

られるリース関連の情報が財務報告の品質を改

善しているかどうかについて、情報要請を行うこ

ととしました。

6. リース負債の測定にかかる
継続的コスト

IFRS第16号では、リース負債の測定はリース

契約締結時の当初測定の他、一定の場合にはそ

の後もリース負債の事後測定が行われます。リー

スの契約条件が変更された場合や、状況の変化

によって当初測定時の前提が変更された場合な

どです。図表2 はリース負債が事後的に再測定さ

れるケースについて整理しています。

IASBでは、IFRS第16号の導入にあたって、

借手に発生する負担は、導入時には一定の負担

が生じるものの、継続的コストはそれほど大きく

ないと想定していました。一方で、事前のアウト

リーチでは、継続的コストが無視できないほど大

きいと示唆するコメントも寄せられました。特に、

リースの条件変更やリース負債の見直しに伴っ

て、リース負債を再測定する必要がある場合には、

そのような負担が重大であるとされています。具

体的には以下のような点が指摘されました。

• �通信事業者や基準開発者を中心にリース負債

の再評価は、コストと便益の観点から、以下

の点で懸念がある。

a. �ある業種においては、リース負債の再評価が

必要となる事象が頻繁に発生し複雑な条項や

条件を含む多くの契約に影響する。このよう

な状況において、再測定は多大な時間が必要

となり、多くの場合自動化できないマニュア

ル作業を含む。

b. �そもそも要求事項が全般的に複雑で、契約条

件の変更か、リース負債の見直しの区別が困

難である。

c. �割引率の見直しの負担が重い。

d. �頻繁にリース負債を再測定しても、財務情報

図表2　リース負債の再測定

リース負債の再測定
(remeasurement)

図表2 リース負債の再測定

別個のリースとして処理

状況の変化に伴うリース負債
の見直し(reassessment)

変動リース料の変動性の解消

当初の契約の修正として処理 状況の変化：

1. リース期間の変更

2. 購入オプションの行使

3. 残価保証の見積りの変
更

4. 指数または率に基づく
変動リース料の変更

リースの条件変更

(lease modification)
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の透明性の向上へ寄与せず、重要性が低い。

e. �指数やレートの変化による将来のリース料の

変更を反映させることは、多大な運用コスト

がかかる。また、使用権資産の将来の減価償

却費も修正が必要になる。

• �ステークホルダーは要求事項を簡略化した

り、以下のような実務上の便法により、コス

トを抑えることを提案している。

a. �再評価の頻度を減らしたり、割引率は改訂が

難しい場合、当初測定時の割引率を使用する

ことを許容する。

b. �複数の条件変更を 1 つの条件変更として扱う。

c. �航空機リースの条件変更については、内容を

問わず別個のリースとして取り扱う。

IASBはこれらのフィードバックに基づいて、

リース負債を再測定するコストが当初想定したよ

りも非常に大きいかどうかについて情報要請を行

うことにしました。

7. 他のIFRS会計基準との
適用関係

IFRS第16号は、いくつかの他のIFRS会 計

基準に関係する領域があります。その中でも、

IFRS第9号「金融商品」とIFRS第15号「顧客との

契約から生じる収益」との適用関係が問題とされ

ました。

■ 「賃料の減免」の会計処理

IFRS第9号「金融商品」については、特に賃料

の減免があった際の会計処理について、IFRS第

16号の「リース負債の見直し」を適用して処理す

るか、IFRS第9号の「金融負債の消滅」を適用し

て処理するか、いずれも可能であるように解釈す

ることができ、かつ、どちらを適用するかによっ

て異なる結果になると指摘されました。IFRS第

9号を適用した場合には、負債の減少と対応する

損益が認識されますが、IFRS第16号を適用する

場合には、負債の減少と対応する使用権資産の

調整が行われます。

IASBは現状、いずれも解釈し得るような状況

である点を認めましたが、賃料の減免がコロナ

ウィルス感染症の世界的な拡大の時期にのみ見

られた一時的な現象であったり、一部の法域で見

られる限定的な商慣行である可能性も認識し、賃

料の減免が市場でよく見られる取引かどうか、ま

た、一貫した会計処理が行われていないという状

況であるかどうか、情報要請によって確認するこ

ととしました。

■ 「セール・アンド・リースバック」の会計処理

（売却の要件を満たすかの判断）

IFRS第16号では、セール・アンド・リースバッ

ク取引において、売却損益を認識するかどうか

の判断については、IFRS第15号における売却の

要件を満たすかどうかで判断することとされまし

た。一方で、アウトリーチによると、セール・ア

ンド・リースバック取引において、IFRS第15号

を適用して売却の判断を行うことに、例えば、以

下のような困難な場合があることが指摘されてい

ます。

（a） �リースバック取引における売手兼借手の延

長オプションで、売手兼借手が原資産の残

りの経済的耐用年数のほとんどすべての期

間にわたりリースを延長することが認めら

れる場合。

（b） �建物の全体が売却され、当該建物の一部

分（例えば、あるフロア）のみがリースバッ

クされる場合。
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（c） �売手兼借手が、売却した資産とは異なる資

産をリースバックする場合（例えば、売手

兼借手が未改装の建物を売却して改装後

の建物をリースバックする場合）。

（d） �買手である貸手が資産の売却を決定する

ときに借手が先買権を有する場合。

（e） �買手である貸手がリースバックをファイナ

ンス・リースに分類する場合。

これは、IFRS第16号がセール・アンド・リー

スバック取引の売却の要件の判断をIFRS第15号

という一般的な収益認識の基準に基づいて行う

ことが合理的としたところ、セール・アンド・リー

スバック取引に特有の商慣行があり、IFRS第15

号の判断基準のみでは困難な場合があるというこ

とを示唆しています。

IASBは、IFRS第16号の開発段階でも、本件

に関する設例の追加を検討していたものの最終

的には不要と判断しましたが、フィードバックに

基づいて情報要請に含めることとしました。

■ 「セール・アンド・リースバック」の会計処理

（売却損益の認識）

セール・アンド・リースバック取引の売却損益

の認識は、IFRS第16号に特有の会計処理となっ

ています。売手兼借手は、不動産を売却します

が、リースバック取引により、リース負債と対応

する使用権資産を認識します。つまり、いったん

売却取引によって固定資産の消滅を認識し、リー

スバック取引により使用権資産を認識します。別

の言い方をすると、簿価のうち、リースバック取

引により引き続き利用する価値を使用権資産に振

り替えて、リース期間終了後の残存価値部分のみ

をオフバランスすることになります。売却損益に

ついても、IFRSではリースバックにより計上す

る使用権資産に該当する部分については、売却

損益を認識しないこととしています。これは、米

国会計基準や我が国の新しいリース会計基準（企

業会計基準第34号「リースに関する会計基準」）

が、売却に該当する場合には、すべての損益を

認識することとしていることと対照的な取扱いと

なっています。

これを図示すると図表3のようになります。リー

スバック取引の対象資産の当初簿価は、A+Bの

部分です。これを時価で売買する場合、AからD

までのすべての合計部分の現金を受け取ります。

米国基準や日本の新基準では、差額部分である

図表3　セール・アンド・リースバック取引図表3 セール・アンド・リースバック取引

リースによる価値 残存価値

資産の総価値（公正価値）

簿価

売却益

A B

C D

（（前前提提））

A+B1,000,000=簿価

A+B+C+D1,800,000=時価(売買価格）

A+C1,259,200=リース負債

（計算）

• 資産の価値のうちリース契約によって借手が得られる価値
の割合は、売買価格に対するリース負債の割合である。

リースの価値割合=1,259,200 / 1,800,000

• 使用権資産は簿価のうち、リースの価値割合分である。(A)

簿価1,000,000 x リースの価値割合=699,555

• 実現した売却益は、売却益のうち、残存価値に対応する部
分である。(D)

売却益 x (1-リースの価値割合）=240,355

（（仕仕訳訳））

1,259,200
A+C

リース負債1,800,000
A+B+C+D

現金

1,000,000
A+B

固定資産699,555
A

使用権資産

240,355
D

売却益
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CとDについて売却益の認識が行われますが、

IFRS第16号では、売却益の認識は、リースバッ

ク取引によって引き続き売手である借手が保有す

る部分（A）以外の残存価値部分（B）のみが売却

によって実現したとして、Bのみの認識の中止と、

Dの売却益の計上が行われます。

この会計処理についても、以下のようなフィー

ドバックが寄せられました。

• �リース負債と使用権資産の測定が、セール・

アンド・リースバック取引でない場合の測定

方法と異なる。（図表3 の例では、通常はリー

ス負債の同額として測定される使用権資産

が、簿価におけるリースの価値割合として測

定される。）

• �セール・アンド・リースバックのリースバッ

ク取引の賃料が指数やレートに依存しない変

動リース料である場合には、セール・アンド・

リースバック取引でない同様の変動リース料

の取扱いと異なる注1。 

• �部分的な損益認識は複雑な計算が必要であ

り、財務諸表利用者の将来キャッシュ・フロー

の理解に資することができていない。

IASBは、変動リース料に関する内容は、セール・

アンド・リースバック取引の検討の範囲を超える

として、この部分についてのみ情報要請に含めな

かったものの、このようなフィードバックに基づ

き、セール・アンド・リースバック取引について

も、要求事項を適用して得られる情報がコストと

便益に見合ったものであるかどうか、情報要請に

含めることとしました。

8. おわりに

IFRS第16号は公表から約10年が経過し、公

表時には想定していなかった実務上の課題や影

響について、適用後のレビューを行う時期が来て

います。昨年2024年9月に日本でも新しいリース

会計基準が導入され、2027年4月以降開始する事

業年度より適用されます。IFRS第16号の適用後

レビューの内容は、日本における新リース基準の

導入においても、参考になるものと考えられます。

公認会計士、PwC Japan 有限責任監査
法人　金融事業部　シニアマネージャー 
不動産運用インダストリー全般に対する
監査やアドバイス業務を担当。
2019 年より PwC ボストン事務所で
2 年間勤務し、私募不動産ファンドおよ
び PE ファンドの米国基準財務諸表監査
に従事。
帰国後は J リートの財務諸表監査のほ
か、IFRS を含むインバウンドのグロー
バル不動産ファンド・運用会社の財務諸
表監査、海外不動産を投資対象とする
ファンドの財務諸表監査および組成アド
バイス業務を提供。

みやざき　しょうじ

公認会計士、PwC Japan 有限責任監査
法人　金融事業部　パートナー
不動産運用インダストリー全般、J リート
および私募不動産ファンドなどに対し
て、監査およびアドバイス業務を提供。
主たる著書として、「ファンド投資のモ
ニタリング手法」（中央経済社・共著）、「不
動産投資法人（J リート）設立と上場の
手引き」（不動産証券化協会・共著）、「集
団投資スキームの会計と税務」（中央経
済社・共著）、「投資信託の計理と決算」（中
央経済社・共著）等。不動産証券化協
会 IFRS コンバージェンスグループ委員
および日本公認会計士協会　投資法人等
専門部会および経営研究調査会、バリュ
エーション専門部会　専門委員。

おおた　ひでお

公認会計士、PwC Japan 有限責任監査
法人　金融事業部　パートナー
PwCニューヨーク事務所で2年間勤務、
不動産ファンドおよび不動産ファンド運
用会社の米国基準財務諸表の監査に従
事。東京事務所に帰任後、現在は、不動
産運用インダストリーに特化してサービ
スを提供。主に、J リートおよび私募不
動産ファンドに対して、ファンド組成や
会計実務に関するアドバイス、監査業務
を提供。特に、インバウンドおよびアウ
トバウント不動産投資に関連して不動産
ファンドの IFRS の会計処理についてア
ドバイスを行っている。

やぶたに　たかし

注 1
2020年6月に、変動リース料を伴うセール・アンド・リースバック取引の場合に、指数やレートに依存しない変動リース料であっても、リース負債が
計上される結果となるように IFRS第16号の修正が行われました。
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